
日本健康会議について

日本健康会議2021の様子
（2021年10月29日開催）

WEBサイト上で全国の取組状況を可視化

宣言１ 地域づくり・まちづくりを通じて、生活していく中で健康でいられる環境整備に取り
組む自治体を1,500市町村以上とする。

宣言２ 47都道府県全てにおいて、保険者協議会を通じて、加入者及び医療者と一緒に予防・
健康づくりの活動に取り組む。

宣言３ 保険者とともに健康経営に取り組む企業等を10万社以上とする。

宣言４ 加入者や企業への予防・健康づくりや健康保険の大切さについて学ぶ場の提供、及び
上手な医療のかかり方を広める活動に取り組む、保険者を2,000保険者以上とする。

宣言５
感染症の不安と共存する社会において、デジタル技術を活用した生涯を通じた新しい
予防・健康づくりに取り組む保険者を2,500保険者以上、医療機関・薬局を20万施設
以上とする。

「健康づくりに取り組む５つの実行宣言2025」

○ 2015年7月に、「日本健康会議」が発足。
・保険者等における先進的な予防・健康づくりの取組を全国に広げるための民間主導の活動体。
・健康寿命の延伸とともに医療費の適正化を図ることを目的。
・メンバーは、経済界・医療関係団体・自治体・保険者団体のリーダーおよび有識者で構成。

【第一期（2015年～2020年）】
(※)三村会頭（日本商工会議所）、横倉名誉会長（日本医師会）、老川会長（読売新聞）が共同代表
○予防・健康づくりの目標を設定（８つの宣言）。
進捗状況をデータポータルサイトで「見える化」し取組を加速化。

○ 2020年度は5年間の活動の成果のまとめとして、令和２年９月30日に開催。
【第二期（2021年～2025年）】
(※)三村会頭（日本商工会議所）、中川会長（日本医師会）、老川会長（読売新聞）、

宮永会長（健保連）、平井会長（全国知事会）が共同代表。
○「経済団体、医療団体、保険者、自治体等の連携」、「厚労省と経産省の連携」、「官民の連携」の
３つの連携により、コミュニティの結びつき、一人ひとりの健康管理、デジタル技術等の活用に力点を
置いた健康づくりを応援することをコンセプトとして、令和３年10月29日に開催。

○「健康づくりに取り組む5つの実行宣言2025」を採択。

参考資料３－１
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「健康なまち・職場づくり宣言2020」（8つの宣言）
宣
言
１

予防・健康づくりについて、一般住民を対象としたイン
センティブを推進する自治体を800市町村以上とする。

宣
言
２

かかりつけ医等と連携して生活習慣病の重症化予防に取
り組む自治体を1500市町村、広域連合を47団体以上と
する。その際、糖尿病対策推進会議等の活用を図る。
＊2019年度より目標を800から1500市町村に、24から47広域連合に上方修正

宣
言
３

予防・健康づくりに向けて、47都道府県の保険者協議会
すべてが地域と職域が連携した予防に関する活動を実施
する。

宣
言
４

健保組合等保険者と連携して健康経営に取り組む企業を
500社以上とする。

宣
言
５

協会けんぽ等保険者や商工会議所等のサポートを得て健
康宣言等に取り組む企業を３万社以上とする。*2018年度より
目標を1万社から3万社に上方修正

宣
言
６

加入者自身の健康・医療情報を本人に分かりやすく提供
する保険者を原則100％とする。その際、情報通信技術
（ICT）等の活用を図る。

宣
言
７

予防・健康づくりの企画・実施を提供する事業者の質・
量の向上のため、認証・評価の仕組みの構築も視野に、
保険者からの推薦等一定の基準を満たすヘルスケア事業
者を100社以上とする。

宣
言
８

品質確保・安定供給を国に求めつつ、すべての保険者が
後発医薬品の利用勧奨など、使用割合を高める取組を行
う。

2020状況

1,024
（市町村）

1,292
（市町村）

45
（広域連合）

47
（協議会）

1,476
（法人）

51,126
（社）

2,325
（保険者）

124

995
（保険者）

（社）

宣言対比表

宣
言
１

地域づくり・まちづくりを通じて、生活していく中で健康
でいられる環境整備に取り組む自治体を1,500市町村以上
とする。

※旧宣言１,２を踏襲・発展

宣
言
２

47都道府県全てにおいて、保険者協議会を通じて、加入者
及び医療者と一緒に予防・健康づくりの活動に取り組む。

※旧宣言３を踏襲・発展

宣
言
３

保険者とともに健康経営に取り組む企業等を10万社以上と
する。

※旧宣言４,５,７を踏襲・発展

宣
言
４

加入者や企業への予防・健康づくりや健康保険の大切さに
ついて学ぶ場の提供、及び上手な医療のかかり方を広める
活動に取り組む、保険者を2,000保険者以上とする。

※旧宣言１,２,６,８を踏襲・発展

宣
言
５

感染症の不安と共存する社会において、デジタル技術を活
用した生涯を通じた新しい予防・健康づくりに取り組む保
険者を2,500保険者以上、医療機関・薬局を20万施設以上
とする。

※旧宣言６を踏襲・発展

「健康づくりに取り組む５つの実行宣言2025」

参考資料３－２

健康づくりに取り組む５つの実行宣言2025
（日本健康会議）

日本健康会議2021 講演資料
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健康づくりに取り組む５つの実行宣言2025
（日本健康会議）

2022年 達成状況の報告（2022年10月４日）

参考資料３－３
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健康づくりに取り組む５つの実行宣言2025
（日本健康会議）

2022年 達成状況の報告（2022年10月４日）

参考資料３－４
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重症化予防プログラムの効果検証事業

● ねらい：人工透析移行ストップ

● 実証の手法
現在、保険者においては、糖尿病性腎症重症化予防プログラム（平成28年４月策定、平成31年４月改定）に基づき、健

診・レセプトデータを活用して抽出したハイリスク者（糖尿病治療中の者や治療中断かつ健診未受診者等）に対し、かか
りつけ医や専門医等との連携の下、受診勧奨・保健指導の取組を実施している。
実証においては、①保健指導等の介入を受けた糖尿病性腎症患者の検査値等の指標の変化を分析、②糖尿病性腎症未治療
者と治療中断者への医療機関への受診勧奨の有効性の分析、③NDBやKDBを活用し、長期的な検査値の変化や重症化リス
クの高い対象者の特徴について分析を実施する。これらの分析により、介入すべき対象者の優先順位や適切な介入方法等
を検討する。
【事業規模】
・実施主体（保険者）200程度

● 実証のスケジュール（案）

○ 人工透析の主な原疾患である糖尿病性腎症の重症化予防は、健康寿命の延伸とともに、医療費適正化の観点で喫緊の
課題である。

〇 専門医療機関等における介入のエビデンスは存在するが、透析導入患者をみると適切に医療を受けてこなかった
ケースも多く、医療機関未受診者を含めた戦略的な介入が必要である。このため、保険者において実施されている
重症化予防の取組について、腎機能等一定の年月を必要とする介入・支援の効果やエビデンスを検証する。

実証事業の
枠組みを検討 実証の実施（実施～評価まで） 結果を踏まえ、保険者等による

予防健康事業等への活用

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度～2025年度

・実証事業全体のスキー
ムにおける位置づけを
検討

・既存の研究事業の効
果検証の結果を踏ま
え、実証事業に反映

・実証フィールドの検証
（市町村など200保
険者）

・実証フィールド（200
保険者）での実施

・病期別の介入とデータ
収集

・実証フィールド（200
保険者）での実施

・実証分析・評価：第
三者の視点も加えて
実施

・糖尿病性腎症重症化予防プログラム等への反映を検討

参考資料４－１
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糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果検証等事業

① 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの介入効果の検証

事業の目的・概要

○国保データベース（KDB）システムを活用し、下記の分析を行う。
・介入群の保険者において、介入（保健指導等）を受けた糖尿病性腎症患者の検査値等の指標の変化を分析（研究班の分析を継続）
・介入群と対照群の保険者における糖尿病性腎症患者について、介入の有無による検査値等の指標の変化を比較分析
【指標（例）：腎症病期ごとの糖尿病性腎症にかかる指標（HbA1c、eGFR等）の変化（病期別解析）、未受診者においては受診率】

○参加市町村には、個別にデータ分析結果をフィードバックする。また保険者支援を目的としたワークショップを開催し結果を報告する。
○分析結果は、糖尿病性腎症重症化予防プログラムの内容の更新に活用予定。

分析内容と結果の活用

糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果を明らかにする。

目的

実施期間：令和３年４月～令和５年３月
対象：193市町村

・介入群（99市町村）：研究班※に参加されている保険者
・対照群（94市町村） ： 2018年度時点で糖尿病性腎症重症化予防事業を実施していない保険者

方法

※ 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果検証と重症化予防のさらなる展開を目指した研究 （研究代表者：津下一代）

スケジュール

保
険
者

事務局

介入群の
保険者

対照群の
保険者

令和４年度令和３年度

３月 ３月・・・４月

介入対象者
一覧の提供

フィード
バック

フィード
バック

KDBデータ抽出・分析
（～令和3年度分）

フィード
バック

KDBデータ抽出・分析
（～令和2年度分）

参考資料４－２
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糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果検証等事業

② 糖尿病性腎症未治療者及び治療中断者への受診勧奨の有効性検証
事業の目的・概要

令和3年度スケジュール

実施期間：令和３年４月～令和５年３月
対象：26市（被保険者数１万～５万人規模）
方法：市毎に介入群・対照群へランダムに割付け、それぞれ受診勧奨を実施する。

・介入群（13市）：糖尿病性腎症未治療者及び治療中断者に対して、通知による受診勧奨に加えて、電話や訪問による受診勧奨を実施
・対照群（13市） ：糖尿病性腎症未治療者及び治療中断者に対して、通知による受診勧奨を実施

方法

・国保データベース(KDB)システムを活用し、受診勧奨後の医療機関受診率、継続受診率の分析をする。
・参加市町村には、個別にデータ分析結果をフィードバックする。また保険者支援を目的としたワークショップを開催し結果を報告する。
・分析結果は、糖尿病性腎症重症化予防プログラムの内容の更新に活用予定。

分析内容と結果の活用

受
診
勧
奨
通
知
送
付

受
診
勧
奨
記
録
の
提
出

デ
ー
タ
分
析

報
告
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

電
話
に
よ
る

受
診
勧
奨

訪問による
受診勧奨（オプション）

介
入
対
象
者

一
覧
の
抽
出

住
民
へ
の

お
知
ら
せ

準備
受診勧奨の実施

（1回目） （２回目）

7月 8月 10月 12月頃 令和4年2月頃

糖尿病性腎症重症化予防プログラムにおいて、未治療者や治療中断者に対して電話等を用いた受診勧奨が、 医療機関への受診率及び
再受診率の向上に資するかを検証する。

目的

電
話
に
よ
る

受
診
勧
奨

受診勧奨通知イメージ

介入群のみ

参考資料４－３

24



糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果検証等事業

③ ビッグデータ分析による糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果検証

事業の目的・概要

○透析導入や糖尿病性腎症病期の悪化要因の分析
糖尿病性腎症病期が悪化する者や透析に至る者は、HbA1cや尿蛋白等の糖尿病性腎症に関する指標や、処方情報、他感染症や合併症、
医療機関の継続的受診状況、歯科・眼科等への受診状況の経年変化などに特徴はみられるのか、どのような要因が悪化に関連するの
か等を分析する

○糖尿病性腎症病期等ベースラインが類似した対象者の集団を設定し比較分析
生活習慣の改善や医療機関の継続的な受診、歯科・眼科等への受診により透析導入に至る者と至らない者とではどのような違いがある
のか等を分析する

○保険者の取組や地域特性による糖尿病性腎症重症化予防の影響を分析
糖尿病患者の医療機関受診状況や血糖コントロールなどの糖尿病性腎症にかかる指標の変化、生活習慣等の状況等について保険者の
取組や地域特性による違い、経済的評価等を分析する

分析内容

市町村国保、国保組合、協会けんぽ、組合健保、共済組合

分析対象

NDB等ビッグデータ分析により糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果を明らかにする。

目的

○分析結果は、糖尿病性腎症重症化予防プログラムの内容の更新に活用予定。

結果の活用

参考資料４－４
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糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果検証等事業
令和４年度有識者委員一覧

氏名 所属

○植木 浩二郎 国立国際医療研究センター研究所 糖尿病研究センター長

柏原 直樹 川崎医科大学腎臓・高血圧内科学 主任教授、副学長

樺山 舞 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻
総合ヘルスプロモーション科学講座 教授

津下 一代 女子栄養大学 特任教授

池田 俊明 公益社団法人国民健康保険中央会 常務理事

平田 匠 奈良県立医科大学附属病院 臨床研究センター 特任講師

矢部 大介 岐阜大学大学院医学系研究科
糖尿病・内分泌代謝内科学／膠原病・免疫内科学 教授

参考資料４－５
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【社会保障：医療・福祉サービス改革】

政策目標：持続可能な社会保障制度の実現に向け、医療・介護提供体制の効率化を促進するとともに、医療・福祉サービスの生産性
向上・質の向上を図るため、地域医療構想に示された病床の機能分化・連携や介護医療院への移行等を着実に進めるとともに、
人口減少の中にあって少ない人手で効率的なサービスが提供できるよう、ＡＩの実装、ロボット・ＩｏＴ・センサーの活用、
データヘルスの推進など、テクノロジーの徹底活用を図る。これらにより、医療費・介護費の適正化並びに一人当たり医療費
の地域差半減及び介護費の地域差縮減を目指す。

KPI第２階層 KPI第１階層

○第３期医療費適正化計画における各都道
府県の医療費目標及び適正化指標
○年齢調整後の一人当たり医療費の地域差

○後発医薬品の利用勧奨など、使用割合を高め
る取組を行う保険者
○重複・頻回受診、重複投薬の防止等の医療費
適正化の取組を実施する保険者

１．政策体系の概要

２．狙い

医療費の地域差縮減の取組の推進

３．具体的な検証項目

担当府省 対象施策
工程表
の箇所

確認するエビデンス等 予定 必要なデータ例

3 厚労省
医療費適正
化の取組

社保34
(p22)

医療費適正化の取組（後発医薬品の使用割合、医薬品
の適正使用等）の効果、効率的・効果的な実施方法

効果的な医療費適正化の取
組を確認し、2024年度から
はじまる第4期医療費適正化
計画の策定に向けた検討に
反映していく

・NDBデータ
・保険者データヘルス全
数調査
・このほか検討状況を踏
まえ、必要なデータを検
討

エビデンス整備プラン2022
（2022年4月策定）
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エビデンス構築の進捗状況

３．医療費適正化の取組

• 医療費適正化の取組に係るエビデンス構築のため、これまでに、NDBデータ等を用いて、保険者の後発医
薬品の使用促進策が後発医薬品使用割合に与える影響の効果検証を実施。

- 差額通知の実施、カード等の配布については、統計学的に有意な使用割合の増加効果が認められた。
パンフレット配布については、統計学的に有意な差はなかったが、使用割合増加の傾向が認められ
た。機関誌やサイトでの告知については、有意な効果が認められなかった。

• 今回は、NDBデータ等を用いて、保険者による多剤投与者（同月内に15種類以上投与された65歳以上の患
者）に対する指導実施が多剤投与に与える影響（多剤投与の総薬剤費、一人当たり薬剤費、患者数）の効
果検証（平均値の比較等の記述統計、差の差推定による統計的因果効果の分析）を実施。

- 全保険者、保険者種別ごとに、処置群と対照群それぞれについて、各指標の統計量を確認。

- 全保険者、保険者種別ごとに、指導実施が各指標に与える効果について、差の差推定を実施。全保
険者又は健保のみを分析対象とし、一人当たり薬剤費を指標として分析した場合は、指導実施につ
いて統計学的に有意な効果が認められたが、その他の分析対象・指標に関する分析では、有意な効
果が認められなかった。

- 今回の分析結果から多剤投与者に対する指導実施の効果を一概に判断することはできない。

【社会保障：医療・福祉サービス改革】 資料３

今後の予定

• 2024年度からはじまる第４期医療費適正化計画に向けて、医療費適正化の更なる推進と計画の実効性の確
保のため、審議会で議論中。

• 重複投薬・多剤投与の適正化につながる電子処方箋の活用促進などのインフラの整備を進めるとともに、
後発医薬品の使用促進のための差額通知の実施やカード等の配布のように、効果があるというエビデンス
が確認された施策については、医療費適正化計画に基づく取組の事例として推進していくことを検討。
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